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今後の各地区・チームにおける活動について⑦ 

 

新型コロナウィルス（COVID-19）感染症の拡大に対する緊急事態宣言が解除され、神

奈川県においては、「特定警戒都道府県指定」も解除となり、「感染観察」の段階に入

りました。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/k-vision/indicator.html 

県内各市町村においても臨時休校措置が解除され、概ね 6 月より段階的に学校が再開

いたしました。また、中学校の部活動も 6 月中旬から 7 月にかけて再開される見込みと

なりました。 

各チームにおかれましては、3 ヶ月以上の長きにわたり、活動の自粛にご協力いただ

き、お礼申し上げます。いよいよ、チーム活動再開段階としての STEP1 への移行が目前

となりました。 

しかし、仮に、STEP1 となったとしても、すぐに対外試合や大会を実施することは、

子どもたちの安全上望ましくないと判断しております。先ずは、安心して練習を再開し、

その後徐々に段階を経て通常に近づけていく必要があると考えています。 

つきましては、今後の各地区・チームにおける活動について、以下の通りの目安を変

更・再設定いたしました。引き続きご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご

協力をお願いいたします。 

 

１ チーム活動再開に向けての段階とめやすおよび留意事項 

STEP1 チーム練習の再開が可能になる段階（支部・地区連盟で判断） 

【判断のめやす】チームが所属する市町村の教育委員会の判断において  

①学校の再開（休校の解除） ②中学校部活動の再開  

③学校開放の再開、または、公設体育施設の再開  

の 3つが実現したとき、主たる活動場所・地域でのチーム練習を再開可能とする。 

但し、まだ他チームとの合同練習、練習試合等の交流や移動は行わない。 

【活動日の制限】 

(1)活動日数は、土日祝日を含めて週３日以内とする。 

(2)活動時間は、平日２時間以内、土日祝日の場合３時間以内とする。 

(3)土日に実施する場合は、いずれか１日を活動日として、のこりの１日は休息日に

してください。 

(4)公設体育施設等を使用する場合は、同一地域チームとの公平性を担保できるよう

にお互いに譲り合いをしてください。 

(5)屋外で活動をする場合は、公園等施設の使用許可を取ると共に、近隣住民の迷惑

にならないように十分な配慮をしてください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/k-vision/indicator.html


【各チームで講じるべき感染防止対策】選手・指導者・保護者・役員全てに適用 

 (1)発熱、咳、咽頭痛、倦怠感など風邪症状や体調不良の場合は活動に参加しない。 

 (2)同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる場合は、活動に参加しない。 

 (3)活動への参加は個人の自由とし、強制しない。感染不安による自主的な不参加等

に対して十分な理解と配慮を行い、不当な差別的扱いにならないように留意する。 

(4)家を出る前に必ず検温をし、活動日の責任者に報告する。 

 (5)活動責任者は、日々の参加者名簿を作成し、体温を記録する。 

 (6)事前の検温を忘れた場合は、活動場所で検温する。（体温計はチームで用意する。） 

(7)活動場所への行き・帰り、ミーティング等の場面を含めたマスク着用を徹底する。 

ただし、練習をする時間帯ではマスクを外し、衛生的に保管する。指導者、付き

添い保護者等は、原則として全時間帯着用する。（熱中症対策として、息苦しく

なる場合は無理をせず、周囲の人との十分な距離を確認した上で外す。） 

(8)活動場所に入る前、活動終了後、帰宅後における石鹸による丁寧な手洗いと入念

なうがいを徹底する。 

(9)石鹸による手洗いができない場合は、アルコール等による手指消毒を行う。 

(10)参加者は、汗ふきタオルとは別に、清潔な手ふきタオル等を各自用意する。 

(11)活動中は、最低２方向の窓を開けるなど、十分な換気を行う。 

(12)必要最小限の参加者にとどめ、参加者間の距離をとるように心がける。 

(13)活動中、多人数が密接・密集して滞留したり、長時間近接したりすることを避

けるように、活動の内容や形態を工夫する。 

(14)活動中、不必要な大声での発声がないように心がける。 

 

STEP2 近隣地区内での交流が可能になる段階 

【判断のめやす】STEP1 のチーム練習が再開して約 1ヶ月程度の経過観察を経て 

近隣地区内での他チームとの交流や移動を可能とする。 

交流範囲は、県協会 U12 部会各支部・地区（横浜 4地区・北相 3 地区）内を想定。 

 

STEP3 県内での交流が可能になる段階 

【判断のめやす】STEP2 の近隣地区内での交流が可能になってから、各チーム・支

部・地区の活動状況や県内の感染状況等、相当の経過観察を経て、 

支部・地区を越えて県内チームとの交流や移動を可能とする。 

 

STEP4 県境を越えての交流が可能になる段階 

【判断のめやす】STEP3 の県内での交流が可能になってから、県内および関東圏の

活動状況や感染状況等、相当の経過観察を経て 

県境を越えての県外チームとの交流や移動を可能とする。 

 

■STEP1 は、県内でも市町村によって休校等の措置や実態が異なるので、県 U12 部会

と情報共有しながら、チーム所属の支部ごとに判断する。 

■STEP2～4 は、全県一斉の措置として、県協会および県協会 U12部会が判断し、その

都度通知する。 

■国内・県内の感染状況の変化により、一旦進んだ STEP が後ろに戻る場合もある。 



 

２ STEP1～4全ての段階における留意事項  

(1)感染防止対策を十分にとる。（具体的な内容については、STEP1 を参照。） 

(2)練習日数・時間・内容等が急激に過度にならないように段階的に設定する。 

(3)支部・地区連盟等の会議については、集合型では行わず、メール稟議など形態を

工夫する。また、大会抽選会等は、最小限の役員による責任抽選とする。 

(4)チーム総会など、チーム行事・会議についても原則として集合型では行わない。 

緊急かつ重要と判断してどうしても会合を行う必要がある場合は、以下の点に留意する。 

・必要最少人数の参加 

・必要最小時間の内容での実施 

・密閉性の低い会場での実施 

・参加者同士の間隔をとる。 

・飲食を伴わないこと。 

・換気、マスク着用、手洗い、うがい、消毒の徹底など 

 

２ 選手の所属する学校等で、特段の指示があった場合 

(1)選手の所属する学校や教育委員会から特段の指示があった場合は、その指示に従っ

てください。 

(2)活動場所として使用する公設体育施設や学校開放での体育館など、借用場所の指示

に従ってください。 

 

３ その他  

今回の通知は、直近の社会情勢を受けて、5 月 20 日に発出したものから変更を加え、

今後のチーム活動再開に向けての段階とめやすおよび留意事項を中心に記述していま

す。各チームにおかれましては、様々なご不便をおかけいたしますが、子どもたちの命と

健康を守りながら楽しくバスケットボールができるように、この措置にご協力ください。 

また、これまでの長期間にわたる自粛ムードの中、世間は、様々な活動に対してそれ

ぞれの価値観をもって厳しい目を向けている現状があります。そんな中、子どもたちが

不当な誹謗や中傷を受けることのないように、各チームにおかれましては、感染症拡大

防止の知見のもと、情報を冷静に把握して、統一された規準に基づいて行動してください。 

今後、感染状況など国内情勢の変化により、さらに措置を変更する可能性もあります。

引き続き、支部・地区連盟との連絡を密に取るようにしてください。 


